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１ 中央卸売市場の目的及び役割 

 

中央卸売市場は、卸売市場法（昭和46年法律第35号：改正平成30年法律第62号）に基づき農林水

産大臣の認定を受けることで中央卸売市場と称することができるものであり、毎日の生活に欠くこ

とのできない水産物・青果物・食肉・花きなどの生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための卸売

の拠点となっている。 

生鮮食料品等は、鮮度が低下しやすいため長期にわたる保存が難しく、その鮮度によって商品の

価値が著しく変化する。また、その需要量に変動が少ないにもかかわらず、供給量（生産量）は天

候その他の自然条件によって極めて大きく左右されるという商品特性を持っている。 

このため、生鮮食料品等の円滑な供給と消費生活の安定を図り、公正かつ迅速な取引を確保する

ことを目的として、開設者が、衛生的かつ効率的な施設の建設や、一定の経費負担を行うなど、市

場の管理・運営にあたっている。 

中央卸売市場の果たしている役割は以下のとおりである。 

・集 荷 … 国内外から大量、多種類の品物を集めている。 

・公正な価格形成 … せり売及び入札並びに相対取引により公正な価格が形成されている。 

・分 荷 … 多数の小売業者等へ迅速に販売し、荷を捌いている。 

・確実な取引の決済 … 早期支払いの努力義務及び代払制度により確実な代金決済を行っている。 

・流通経費の削減 … 大量流通により経費が削減される。 

・正確な情報提供 … 卸売予定数量・販売結果等を公表している。 

・衛 生 の 保 持  … 衛生的な施設の確保と食品衛生法に基づく検査を行っている。 

 

２ 中央卸売市場の経由量 

 

生鮮食料品等の全国総流通量に占める全国市場（中央卸売市場・地方卸売市場）、全国総流通量

に占める全国中央卸売市場、東京都中央卸売市場それぞれの経由量及び割合は下表のとおりである。 

 

      令和３年度データ（単位：千トン（花きは億円）、％） 

      

      
全国総流通量 

Ａ 
全 国 市 場 

  Ｂ 
割合 

B/A 
全国中央卸売 

市場   Ｃ 
割合 

C/A 
東京都中央卸 

売市場  Ｄ 
割合 

D/A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 産 物 5,006 2,285 45.6 1,715 34.3 348 7.0 

青 

果 

物 

野 菜 13,463 8,444 62.7 5,320 39.5 1,447 10.7 

果 実 7,052 2,619 37.1 1,497 21.2 402 5.7 

計 20,515 11,063 53.9 6,817 33.2 1,877 9.1 

食 

 

肉 

牛 1,293 158 12.3 119 9.2 62 4.8 

豚 2,675 164 6.1 79 3.0 17 0.6 

計 3,968 322 8.1 198 5.0 78 2.0 

花   き 4,405 3,297 74.8 1,157 26.3 848 19.3 

  （注） 単位未満を四捨五入してあるので、合計数値と内訳の合計とは一致しない場合がある。 
（資料）令和６年９月発行 農林水産省「令和５年度卸売市場データ集」
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１ 中央卸売市場の目的及び役割 

 

中央卸売市場は、卸売市場法（昭和46年法律第35号：改正平成30年法律第62号）に基づき農林水

産大臣の認定を受けることで中央卸売市場と称することができるものであり、毎日の生活に欠くこ

とのできない水産物・青果物・食肉・花きなどの生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための卸売

の拠点となっている。 

生鮮食料品等は、鮮度が低下しやすいため長期にわたる保存が難しく、その鮮度によって商品の

価値が著しく変化する。また、その需要量に変動が少ないにもかかわらず、供給量（生産量）は天

候その他の自然条件によって極めて大きく左右されるという商品特性を持っている。 

このため、生鮮食料品等の円滑な供給と消費生活の安定を図り、公正かつ迅速な取引を確保する

ことを目的として、開設者が、衛生的かつ効率的な施設の建設や、一定の経費負担を行うなど、市

場の管理・運営にあたっている。 

中央卸売市場の果たしている役割は以下のとおりである。 

・集 荷 … 国内外から大量、多種類の品物を集めている。 

・公正な価格形成 … せり売及び入札並びに相対取引により公正な価格が形成されている。 

・分 荷 … 多数の小売業者等へ迅速に販売し、荷を捌いている。 

・確実な取引の決済 … 早期支払いの努力義務及び代払制度により確実な代金決済を行っている。 

・流通経費の削減 … 大量流通により経費が削減される。 

・正確な情報提供 … 卸売予定数量・販売結果等を公表している。 

・衛 生 の 保 持  … 衛生的な施設の確保と食品衛生法に基づく検査を行っている。 

 

２ 中央卸売市場の経由量 

 

生鮮食料品等の全国総流通量に占める全国市場（中央卸売市場・地方卸売市場）、全国総流通量

に占める全国中央卸売市場、東京都中央卸売市場それぞれの経由量及び割合は下表のとおりである。 

 

      令和３年度データ（単位：千トン（花きは億円）、％） 

      

      
全国総流通量 

Ａ 
全 国 市 場 

  Ｂ 
割合 

B/A 
全国中央卸売 

市場   Ｃ 
割合 

C/A 
東京都中央卸 

売市場  Ｄ 
割合 

D/A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 産 物 5,006 2,285 45.6 1,715 34.3 348 7.0 

青 

果 

物 

野 菜 13,463 8,444 62.7 5,320 39.5 1,447 10.7 

果 実 7,052 2,619 37.1 1,497 21.2 402 5.7 

計 20,515 11,063 53.9 6,817 33.2 1,877 9.1 

食 

 

肉 

牛 1,293 158 12.3 119 9.2 62 4.8 

豚 2,675 164 6.1 79 3.0 17 0.6 

計 3,968 322 8.1 198 5.0 78 2.0 

花   き 4,405 3,297 74.8 1,157 26.3 848 19.3 

  （注） 単位未満を四捨五入してあるので、合計数値と内訳の合計とは一致しない場合がある。 
（資料）令和６年９月発行 農林水産省「令和５年度卸売市場データ集」
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３ 市場流通のしくみ 
(1) 水産物、青果物、花き 

 
 

（注）１ 出荷団体とは、農協・漁協・出荷組合等をいう。 
２ 集荷業者とは、いわゆる「産地仲買人」をいう。 
３ 「青果」や「花き」の小売業者の多くは、売買参加者の資格を有しており、卸売業者から購入することができる。 
４ 「水産」で売買参加者の資格を有しているものは、加工業者・量販店等であり、一般の小売商は仲卸業者から購入

している。 
５ 仲卸業者及び売買参加者は、せり売及び入札に参加することができる。 
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４ 市場流通の関係機関及び業者等 

 

市場流通に関係する機関、業者等は次のとおりである。（数値：令和６年度） 

 

(1) 農林水産大臣 

農林水産大臣は卸売市場法に基づき、卸売市場の開設・運営に対する権限を有しており、我

が国の生鮮食料品等の流通の円滑化を図っている。 

農林水産大臣の有する権限は、ア 卸売市場に関する基本方針の制定、イ 中央卸売市場の認

定、ウ 開設者に対する検査、指導、措置命令及び助言、エ 開設者に対し中央卸売市場の運営

の状況といった事項について報告を義務付け、オ 中央卸売市場整備のための補助などである。 

 

(2) 開設者 

東京都中央卸売市場の開設者である東京都は、生鮮食料品等の円滑な供給の確保と都民の消

費生活の安定に資することを目的として、東京都中央卸売市場条例に基づき、市場の取引業務

及び施設使用の適正かつ健全な運営を図っている。 

東京都が担っている業務の内容は、ア 業務規程の制定・改廃 (注)、イ 業務の指導監督、

ウ 市場業者の経営改善、エ 施設使用の許可及び維持管理、オ 施設整備計画の実施、カ 

施設の付帯事業の運営、キ 市場内の警備及び衛生の維持、ク 市場情報の提供、ケ 東京都

卸売市場審議会及び東京都中央卸売市場取引業務運営協議会の運営などである。 

なお、東京都では、と畜場法及び東京都立芝浦屠場条例に基づくと場の設置及びと畜解体事

業も行っている。 

(注) 卸売市場法に定められている「業務規程」として、東京都では「東京都中央卸売市場条 

例」及び「東京都中央卸売市場条例施行規則」を制定している。 

 

(3) 出荷者 

出荷者は、市場取引にとって欠くことのできない存在であり、市場関係法令でも間接的にそ

の正当な利益が保護されている。大消費地市場であり、かつ、集散市場としての性格を持つ東

京都中央卸売市場にあっては、出荷者の範囲は全国に及んでいる。 

出荷者には以下のものがある。 

 

ア 生産者 

農家、漁家、漁業会社、食品加工業者など自ら生産する者をいう。 

生産者が直接市場に出荷するものとしては、水産物では近海鮮魚類、冷凍魚、塩干加工品、

貝類、淡水魚などがあり、全体の約２％と極めて少ない。青果物では、近県で栽培される軟弱

野菜が主なもので、全体の約４％、食肉では全体で約18％、花きは主に近県の切花、鉢物等を

中心に約39％である。 

 

イ 出荷団体 

農業協同組合、漁業協同組合、園芸組合、出荷組合など、生産者が共同して出荷する組織体

をいう。青果物は、この形態により出荷されるものが多く、青果物全体の約71％に達する。食

肉でも約53％を占める。花きは切花約56％、鉢物約26％であるが、水産物は少なく約４％に留

まっている。 
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４ 市場流通の関係機関及び業者等 

 

市場流通に関係する機関、業者等は次のとおりである。（数値：令和６年度） 
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費生活の安定に資することを目的として、東京都中央卸売市場条例に基づき、市場の取引業務

及び施設使用の適正かつ健全な運営を図っている。 

東京都が担っている業務の内容は、ア 業務規程の制定・改廃 (注)、イ 業務の指導監督、

ウ 市場業者の経営改善、エ 施設使用の許可及び維持管理、オ 施設整備計画の実施、カ 

施設の付帯事業の運営、キ 市場内の警備及び衛生の維持、ク 市場情報の提供、ケ 東京都

卸売市場審議会及び東京都中央卸売市場取引業務運営協議会の運営などである。 
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業も行っている。 
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例」及び「東京都中央卸売市場条例施行規則」を制定している。 
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の正当な利益が保護されている。大消費地市場であり、かつ、集散市場としての性格を持つ東
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出荷者には以下のものがある。 
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野菜が主なもので、全体の約４％、食肉では全体で約18％、花きは主に近県の切花、鉢物等を

中心に約39％である。 

 

イ 出荷団体 

農業協同組合、漁業協同組合、園芸組合、出荷組合など、生産者が共同して出荷する組織体

をいう。青果物は、この形態により出荷されるものが多く、青果物全体の約71％に達する。食
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ウ 集荷業者 

いわゆる産地仲買人と称するもので、生産者から自己の計算によって生産物を買取り、市場

に出荷する者をいう。青果物においては、青森県のりんご出荷者などの特定の地域における特

定の商品についてわずかに見受けられるにすぎないが、水産物については産地市場の発達とあ
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エ 輸入業者 
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の生鮮食料品等を輸入し、市場に出荷する者である。 

 

オ 花き流通における共同荷受機関 
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(4) 市場内業者 

ア 卸売業者 

卸売業者は、知事による市場施設の使用許可を受けて、出荷者から販売委託された品物や買

付集荷した品物を市場内卸売場において仲卸業者や売買参加者等に卸売する者をいう。 

卸売業者は、卸売市場において集荷機能という重要な役割を担っている。集荷は、出荷者か

らの販売委託による「受託集荷」と「買付集荷」の方法により行われている。受託集荷の場合

には、規則で定める正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒んではならない。また、受

託集荷においては、卸売業者はその卸売金額に対し予め提示している一定の料率による手数料

を収受する。 

販売は、取扱物品の特性に応じて、「せり売若しくは入札」又は「相対取引」の方法による。

せり売又は入札の方法により卸売を行う物品の種類及び数量又は割合は、市場ごとに取扱品目

別取引委員会の意見を聴き知事が定める。 

このように、卸売市場において重要な役割を担う卸売業者に対し、開設者は、卸売市場にお

ける公正な取引環境を確保するため、取引状況や財務内容について監督・検査を行っている。 

また、卸売業者は、インターネットの利用等により売買取引の条件や結果等を公表しなけれ

ばならない。 

 

イ 仲卸業者 

知事による市場施設の使用許可を受けて、卸売業者が行う売買取引に参加し、買い受けた物

品を市場内の店舗・荷捌施設で仕分けし、又は調製して販売する者をいう。仲卸業者は、卸売

業者と並んで、市場機構の中心を成すものであり、その主な役割は物品の「評価」及び「分

荷」である。 

市場におけるせり売は、上場された物品に対して、最も高い金額を提示したものへ販売され

るため、価格は、仲卸業者を中心とする買手側の評価に基づいて決定される。また、相対取引

においても一定の相場を形成するなど、評価機能を発揮している。したがって、仲卸業者には、

生産や消費の動向を的確に把握し、品質や鮮度を正確に判断し、それらを総合した適切な価格

を見定める能力が要求されることになる。 

仲卸業者のもう一つの主な役割は分荷機能である。大量かつ多種多様な物品が集中する市場

においては、卸売業者が直接、短時間に小売商や飲食業者に販売することは、困難である。仲

卸業者は比較的少量で多様な品揃えを必要とする買出人の需要に応えるために、必要な仕分け、

調製を行い販売している。 

このように、仲卸業者は、自己の評価による売買取引を通して価格を形成し、買出人への分

荷を行うという重要な機能を有している。そこで行われる自由な競争により、需要と供給の関

係が正しく反映された、適切な価格形成が行われている。 

 

ウ 関連事業者 

知事による市場施設の使用許可又は市場事業に係る土地の貸付けを受けて、買出人を中心と

する市場利用者を対象に、各種の業務を営む者をいう。業務の種類は多岐にわたるが、流通の

一翼を担う「流通補完業務」（運送業・買荷保管業・冷蔵庫業）、市場利用者への便益提供の

ために「物販・飲食業務」（用品販売業・関連食料品等販売業・その他販売業・飲食業）、

「加工・サービス業務」（取扱物品加工業・サービス提供業）がある。 

 

(5) 売買参加者 

小売商、加工業者、地方卸売市場業者等のうち、開設者の承認を受けて、卸売業者が行うせ

り売又は入札の方法による卸売に、仲卸業者と同じ立場で参加できるものをいう。売買参加者

には仲卸業者と同様の評価機能と分荷機能が求められている。 

水産物・食肉関係では、その大半が大口需要者であるが、青果物・花き関係では、小売商で

ある。 

このように、水産物・食肉と青果物・花きによって取扱いが異なっている原因としては、青

果物・花きにおいては、取引単位及びその価格が比較的小さいために、売買参加者が卸売業者

と直接取引を行うことが可能であるのに対して、水産物・食肉では、買出人が処理できる程度

に取引単位及び価格を小さくすることが困難であることなどが挙げられる。 

なお、売買参加者は、必要に応じて仲卸業者からの仕入れも行っている。 

 

※ 市場内業者（卸売業者・仲卸業者・関連事業者は知事の市場施設の使用許可）及び売買参

加者（知事の承認）の全市場の業者総数は下表のとおりである。 

（令和７年４月１日現在） 

      
卸売業者数 仲卸業者数 関連事業者数 売買参加者数 

水 産         10 518 

287 

324 

青 果         15 314 2,902 

食 肉           1 23 149 

花 き           7 42 3,844 

合 計         33 897     287 7,219  
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に取引単位及び価格を小さくすることが困難であることなどが挙げられる。 

なお、売買参加者は、必要に応じて仲卸業者からの仕入れも行っている。 
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１ 中央卸売市場の沿革 

(1) 東京都における市場のはじまり 

東京都における生鮮食料品市場の歴史は、徳川家康が幕府を開いた慶長８年（1603）前後まで

さかのぼることができると言われている。 

一説によると、徳川家康が江戸城に居を構えた天正18年（1590）に、摂津国西成郡佃村（現在

の大阪市西淀川区佃町）の名主、森孫右衛門という者が、その一族９名と漁師30余名を連れて江

戸に入り、徳川家の需要に応じるとともに、許しを得て一般庶民にも販売したという。これが住

民の増加につれて、次第に大規模になり、後年いわゆる魚河岸と称されるものに発展した。 

青果物の市場も、ほぼ同じ頃、数カ所に設けられたというが、魚市場のように特に幕府の許し

を得て開業したものではなく、起源のはっきりしているものがない。 

これらの市場の運営、取引などについては、幕府はあまり干渉せず、市場業者が自由に行った

ため、同業者間の無益な競争、取引の乱れ、不充分な衛生管理など、住民の食生活の安定を害す

るようなことがしばしば起こったが、市街地の拡大、人口の増加に伴って市場の数も増加し、規

模も大きくなっていった。 

明治維新による社会情勢、経済事情の急変などがあって、市場が一時衰えたため、東京府は、

この対策として明治10年「魚鳥並青物市場及問屋仲買営業例規並税則」を公布した。これは、市

場の数と位置を限定するとともに、問屋・仲買業者の数を制限し、また、その組合を結成するこ

とを命令し、免許料及び府税を徴収することとしたものである。この例規は、生鮮食料品市場に

関する規定としては、過去に例のない整ったものであった。 

この例規により開設を許可された市場の数は、水産物４〔日本橋（現、中央区日本橋付近）・

新場（現、中央区小舟町付近）・芝金杉（現、港区芝浜松町付近）・千住（現、足立区千住橋戸

町付近）〕、青果物16〔神田多町（現、千代田区神田多町）・神田連雀町（現、千代田区須田町

付近）・神田須田町（現、千代田区須田町）・神田佐柄木町（現、千代田区須田町付近）・京橋

大根河岸（現、中央区八重洲・京橋付近）・両国広小路（現、中央区東日本橋付近）・本所中の

郷竹町（現、墨田区東吾妻橋１丁目）・本所千歳町（現、墨田区千歳町）・本所四ツ目（現、墨

田区江東橋２丁目）・駒込浅嘉町（現、文京区駒込付近）・千住中組（現、足立区千住橋戸町付

近）・青山南町４丁目（現、港区南青山３丁目）・南品川五丁目（現、品川区南品川・青物横町

付近）・四谷内藤新宿一丁目（現、新宿区新宿御苑付近）・下谷金杉村原宿町（現、台東区下谷

３丁目）・本芝四丁目（現、港区芝付近）〕であり、この後にも数カ所に開設が認められ、中央

卸売市場が開設されるまでの間、庶民の食生活の安定に寄与した。 

また、この例規は、明治29年「食品市場取締規則」が公布されるとともに廃止され、市場の監

督権は、東京府から警視庁に移った。 

 

(2) 中央卸売市場法の制定 

中央卸売市場を開設する根拠となる「中央卸売市場法」が制定・公布されたのは大正12年３月

である。 

最も早く中央卸売市場開設の必要性を唱えたのは日本橋魚市場組合であった。この市場は、東

京で最も長い歴史を持った大市場であったが、市場の発展に伴って施設の狭さ、取引の乱れ、同

業者の過当競争は極度に達していた。このため、明治44年に組合の決議をもって、東京市に対し

て、市営による総合市場の開設の請願を行うとともに、貴族院・衆議院及び農商務省に対して、

中央卸売市場法制定の請願書を提出した。 

第 ２  中 央 卸 売 市 場 の 沿 革 

 

(6) 買出人 

仲卸業者から生鮮食料品等を買い受け、その物品を市場外で販売する小売商、地方卸売

市場業者、買い受けた物品を原料として食料品その他を生産し販売する加工業者、買い受

けた物品を自ら消費する大口消費者（病院、学校、職場の給食等）・飲食業者等をいう。 

これらの買出人の数は、全市場で数万人に達するとみられ、その範囲は、都内・周辺各

県ばかりでなく、遠く東北・北海道・関西地方にまで達している。 

このことは、東京都中央卸売市場が都民へ生鮮食料品等を供給しているばかりでなく、

広域的な集散市場として、我が国の生鮮食料品等の流通機構において重要な役割を果たし

ていることを示している。 

 

 (7) 市場関係団体等 

ア 市場衛生検査所 

東京都保健医療局が設置するもので、食品衛生法等に基づく監視指導や試験検査を行い、不

良食品の一般流通を未然に防止することによって生鮮食料品等の安全確保に努めている。 

 

イ 関係団体 

中央卸売市場には、生鮮食料品等の流通機構に関係する多くの業者が集中しているため、こ

れらの組織する組合又は諸団体がある。 

 

ウ その他 

以上のほか、市場利用者の利便を図る目的で、郵便局や診療所などが置かれている市場もあ

る。 
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１ 中央卸売市場の沿革 

(1) 東京都における市場のはじまり 

東京都における生鮮食料品市場の歴史は、徳川家康が幕府を開いた慶長８年（1603）前後まで

さかのぼることができると言われている。 

一説によると、徳川家康が江戸城に居を構えた天正18年（1590）に、摂津国西成郡佃村（現在

の大阪市西淀川区佃町）の名主、森孫右衛門という者が、その一族９名と漁師30余名を連れて江

戸に入り、徳川家の需要に応じるとともに、許しを得て一般庶民にも販売したという。これが住

民の増加につれて、次第に大規模になり、後年いわゆる魚河岸と称されるものに発展した。 

青果物の市場も、ほぼ同じ頃、数カ所に設けられたというが、魚市場のように特に幕府の許し

を得て開業したものではなく、起源のはっきりしているものがない。 

これらの市場の運営、取引などについては、幕府はあまり干渉せず、市場業者が自由に行った

ため、同業者間の無益な競争、取引の乱れ、不充分な衛生管理など、住民の食生活の安定を害す

るようなことがしばしば起こったが、市街地の拡大、人口の増加に伴って市場の数も増加し、規

模も大きくなっていった。 

明治維新による社会情勢、経済事情の急変などがあって、市場が一時衰えたため、東京府は、

この対策として明治10年「魚鳥並青物市場及問屋仲買営業例規並税則」を公布した。これは、市

場の数と位置を限定するとともに、問屋・仲買業者の数を制限し、また、その組合を結成するこ

とを命令し、免許料及び府税を徴収することとしたものである。この例規は、生鮮食料品市場に

関する規定としては、過去に例のない整ったものであった。 

この例規により開設を許可された市場の数は、水産物４〔日本橋（現、中央区日本橋付近）・

新場（現、中央区小舟町付近）・芝金杉（現、港区芝浜松町付近）・千住（現、足立区千住橋戸

町付近）〕、青果物16〔神田多町（現、千代田区神田多町）・神田連雀町（現、千代田区須田町

付近）・神田須田町（現、千代田区須田町）・神田佐柄木町（現、千代田区須田町付近）・京橋

大根河岸（現、中央区八重洲・京橋付近）・両国広小路（現、中央区東日本橋付近）・本所中の

郷竹町（現、墨田区東吾妻橋１丁目）・本所千歳町（現、墨田区千歳町）・本所四ツ目（現、墨

田区江東橋２丁目）・駒込浅嘉町（現、文京区駒込付近）・千住中組（現、足立区千住橋戸町付

近）・青山南町４丁目（現、港区南青山３丁目）・南品川五丁目（現、品川区南品川・青物横町

付近）・四谷内藤新宿一丁目（現、新宿区新宿御苑付近）・下谷金杉村原宿町（現、台東区下谷
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国においても大正元年には、市場法の試案を生産調査会に諮問し、慎重に検討を続けていたが、
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中央卸売市場の開設が生鮮食料品の流通に及ぼした効果は大きなものがあった。 

その第１は、「公正な価格の決定と取引の明朗化」である。これは、中央卸売市場法によって、

市場取引にせり売の原則がうち立てられたことによるところが大きい。元来、せり売は青果市場

での取引慣行であって、魚市場では全くせり売の経験がなく、取引は全て袖やり、耳やりなどの

秘密相対売であった。このため、開場当時は相当の混乱があったが、開設者である東京市の指導

監督も、せりの公正に主眼を置いたため、１年足らずの間に、整然とした取引が行われるように

なり、他都市の模範となった。 

第２は「価格と品質の安定」である。中央卸売市場においては、需要と供給が一箇所に集中す

るので、価格は自然と調整されて変動が少なくなった。 

また、毎日の卸売価格が正確に発表されたので、生産者や出荷者の出荷調整に役立った。さら

に各産地から各種の生産物が集まるので、さながら品評会のような状態となり、品種改良や包装

の改善・統一を促進することになった。 

第３は「保健衛生上の効果」である。中央卸売市場は、従来の私設市場と異なって、施設が完

備していた上に、開設者も衛生面に配慮したため、市場内の衛生状態は良好になった。 

(4) 戦時統制経済下の市場 

市場開設後、日もまだ浅い昭和12年７月、日華事変が勃発した。これをきっかけにして日本経

済は統制の時代に入り、中央卸売市場もその役割の重要な一端を担うとともに、機能に大きな影

響を受けることとなった。戦時経済下における膨大な戦費の支出は、通貨の膨張を招き、それに

つれて物価が上昇して国民の生活は非常に厳しい状況に置かれた。政府は、国民の生活を安定さ

せるためには、物価の安定を図ることが最優先であるとして種々の政策を講じたが、インフレ傾

向を抑えることはできなかった。生鮮食料品も例外ではなく、中央卸売市場の卸売価格は、昭和

11年から15年までの間に、水産物、青果物などほとんど全ての物品にわたって２倍を超え、特に

きゃべつは６倍以上にもなった。 

昭和14年９月、政府は国家総動員法を発動し、これに基づいて定められたいわゆる「価格停止

令」によって、一般の物資・料金については物価の上昇は避けられたが、生鮮食料品は、その特

殊性もあって、加工品を除いて適用を除外されたので、依然として上昇を続けた。このため、翌

昭和15年８月、戦時体制下における中央卸売市場に対する統制の第一歩となる「生鮮食料品の配

給及び価格の統制に関する件」が発せられた。その主な内容は、せり制度の改変（定価売・入札

売の採用）、卸売人手数料の低減、仲買人の口銭制限、荷主及び買出人に対する奨励金の全廃な

どで、その一つ一つが全て中央卸売市場の運営に大きな影響を及ぼすものであった。また、同年

３月に、生鮮食料品としては初めて、食用うなぎに公定価格が設定されたのを皮切りに、翌年中

にはほとんど全ての生鮮食料品の価格が公定され、本格的な統制段階に入った。 

公定価格設定の結果、卸売価格は一様に低落したが、これと同時に、中央卸売市場への入荷量

の激減、配給経路の著しい混乱、市場外のやみ取引の横行、品質の低下などの現象が生じて、生

鮮食料品の流通に大きな変動を与えた。 

その後も公定価格は何度か改定されたが、単なる価格の公定が、国民、特に大都市住民の食生

活の安定に利するものではないことが明らかになったため、昭和16年、配給統制規則を公布（鮮

魚介４月、鮮魚介を除く水産物翌年１月、青果物及びいも類８月、食肉９月）し、完全な配給統

制時代に入った。これによって、中央卸売市場本来の機能は事実上停止し、卸売人は配給機関と

なり、仲買人は全て廃止された。 

 

(5) 戦後統制経済下の市場 

第二次世界大戦は、昭和20年８月15日に終戦を迎えた。ほとんど全ての都民は、衣食住、なか

でも食の欠乏に悩んだ。戦時中の統制は無視され、やみ市が公然と形成された。政府内でも統制

撤廃の考え方が強くなり、同年11月には青果物及び鮮魚介の公定価格と配給統制は完全に撤廃さ

れた。ところが、政府の意思に反して、インフレの徴候が現れはじめた。 

このため、政府は種々の対策を講じたが、インフレ抑制の効果はなく、遂に翌年２月、食糧緊

急措置令と金融緊急措置令を同時に公布して、やみ行為を厳重に取り締まるなど、再び統制経済

を敷くこととした。 

中央卸売市場は配給機構の中心として活動したが、入荷量は少なく、配給も円滑に行われなか

ったので、国は市場機構改革委員会を設置し、その答申を参考に鮮魚介、加工水産物、青果及び

つけ物それぞれの配給規則を公布して統制を更に強化した。東京都はこれに基づいて、市場内に

荷受機関、分荷及び指図機関を設け、集荷・配給を行った。 

戦時統制下における荷受機関としては、水産物・青果物ともに、それぞれ単一の統制株式会社

があるだけであったが、戦後、統制会社令の失効により普通会社に移行した。さらに独占禁止法

や過度経済力集中排除法などが公布されると、これら普通会社に代わって、各市場に１ないし２

の新会社（水産６・青果８）が発足した。 

 

 

− 8 −



(4) 戦時統制経済下の市場 

市場開設後、日もまだ浅い昭和12年７月、日華事変が勃発した。これをきっかけにして日本経

済は統制の時代に入り、中央卸売市場もその役割の重要な一端を担うとともに、機能に大きな影

響を受けることとなった。戦時経済下における膨大な戦費の支出は、通貨の膨張を招き、それに

つれて物価が上昇して国民の生活は非常に厳しい状況に置かれた。政府は、国民の生活を安定さ

せるためには、物価の安定を図ることが最優先であるとして種々の政策を講じたが、インフレ傾

向を抑えることはできなかった。生鮮食料品も例外ではなく、中央卸売市場の卸売価格は、昭和

11年から15年までの間に、水産物、青果物などほとんど全ての物品にわたって２倍を超え、特に

きゃべつは６倍以上にもなった。 

昭和14年９月、政府は国家総動員法を発動し、これに基づいて定められたいわゆる「価格停止

令」によって、一般の物資・料金については物価の上昇は避けられたが、生鮮食料品は、その特

殊性もあって、加工品を除いて適用を除外されたので、依然として上昇を続けた。このため、翌

昭和15年８月、戦時体制下における中央卸売市場に対する統制の第一歩となる「生鮮食料品の配

給及び価格の統制に関する件」が発せられた。その主な内容は、せり制度の改変（定価売・入札

売の採用）、卸売人手数料の低減、仲買人の口銭制限、荷主及び買出人に対する奨励金の全廃な

どで、その一つ一つが全て中央卸売市場の運営に大きな影響を及ぼすものであった。また、同年

３月に、生鮮食料品としては初めて、食用うなぎに公定価格が設定されたのを皮切りに、翌年中

にはほとんど全ての生鮮食料品の価格が公定され、本格的な統制段階に入った。 

公定価格設定の結果、卸売価格は一様に低落したが、これと同時に、中央卸売市場への入荷量

の激減、配給経路の著しい混乱、市場外のやみ取引の横行、品質の低下などの現象が生じて、生

鮮食料品の流通に大きな変動を与えた。 

その後も公定価格は何度か改定されたが、単なる価格の公定が、国民、特に大都市住民の食生

活の安定に利するものではないことが明らかになったため、昭和16年、配給統制規則を公布（鮮

魚介４月、鮮魚介を除く水産物翌年１月、青果物及びいも類８月、食肉９月）し、完全な配給統

制時代に入った。これによって、中央卸売市場本来の機能は事実上停止し、卸売人は配給機関と

なり、仲買人は全て廃止された。 

 

(5) 戦後統制経済下の市場 

第二次世界大戦は、昭和20年８月15日に終戦を迎えた。ほとんど全ての都民は、衣食住、なか

でも食の欠乏に悩んだ。戦時中の統制は無視され、やみ市が公然と形成された。政府内でも統制

撤廃の考え方が強くなり、同年11月には青果物及び鮮魚介の公定価格と配給統制は完全に撤廃さ

れた。ところが、政府の意思に反して、インフレの徴候が現れはじめた。 

このため、政府は種々の対策を講じたが、インフレ抑制の効果はなく、遂に翌年２月、食糧緊

急措置令と金融緊急措置令を同時に公布して、やみ行為を厳重に取り締まるなど、再び統制経済

を敷くこととした。 

中央卸売市場は配給機構の中心として活動したが、入荷量は少なく、配給も円滑に行われなか

ったので、国は市場機構改革委員会を設置し、その答申を参考に鮮魚介、加工水産物、青果及び

つけ物それぞれの配給規則を公布して統制を更に強化した。東京都はこれに基づいて、市場内に

荷受機関、分荷及び指図機関を設け、集荷・配給を行った。 

戦時統制下における荷受機関としては、水産物・青果物ともに、それぞれ単一の統制株式会社

があるだけであったが、戦後、統制会社令の失効により普通会社に移行した。さらに独占禁止法

や過度経済力集中排除法などが公布されると、これら普通会社に代わって、各市場に１ないし２

の新会社（水産６・青果８）が発足した。 

 

 

− 9 −



また、上記会社のほかにも各種組合なども荷受機関として指定されたため、あわせて水産23、

加工水産物15、青果物21、つけ物37の多数にのぼり、それぞれが激しい競争をしたので、どの市

場も活気に満ち、せり取引も復活した。しかし、せり取引によって価格は急上昇し、公定価格を

上回ったため、これを禁止したところ、今度は入荷量が激減したので、政府は、公定価格の改定、

出荷者に対する見返り物資の給付などの対策を講じて集荷に努めた。 

昭和23年頃になると食糧事情も好転し始め、公定価格を下回るものさえ現れた。消費者は従来

の量中心から、品質を重視し、豊富な品種を要求しはじめた。配給品の拒否という現象も生じて、

配給制度は徐々にその存在意義を失っていった。 

 

(6) 市場の復興 

統制解除は果実から始まった。果実は戦後再統制の当初から、闇ルートで流通するものの方が

圧倒的に多く、一般都民も一種の贅沢品であるとして、あまり関心を払わなかったので、統制は

ないに等しい状態であった。そこで政府も昭和22年10月に果実の統制を解除した。これによって、

価格は相当上昇したが、市場への入荷量も急増した。生産者や市場関係者は、引き続いて他の品

物についても解除されることを期待したが、結局、つけ物は昭和23年12月、蔬菜は翌年３月に解

除され、水産物については、一部が昭和23年７月に解除されたものの、全面的な解除は昭和25年

４月まで待たなければならなかった。 

果実の統制が解除された翌年の夏頃から蔬菜の出回りが順調となって、統制の全面解除が間近

いことが予想されたため、東京都や市場関係者は市場の復興に着手し、その第一歩として昭和23

年10月に東京都中央卸売市場業務規程の全文改正を実施した。 

改正の要点は、統制規制における荷受機関を卸売人として復活させたこと、統制中に廃止され

ていた仲買人制度の復活に備え、仲買人に関する規程を設けたことであり、そのほか、取引など

について、戦後の新たな事態に対応するための改正も行った。これを受けて東京都は、統制が解

除された品目ごとに、順次卸売人の業務許可を行った（水産物・蔬菜19社、果実21社）。仲買人

制度も、それぞれの品目で卸売人が許可された後、半年以内に復活した。復活当初の仲買人数は、

果実 366、蔬菜96、水産物 1,238人であった。 

また、これとともに売買参加人制度も復活した。 

このようにして、生鮮食料品の統制が全面的に解除された昭和25年頃には、中央卸売市場は完

全にその機能を回復し、取扱量も戦前の水準に達していたが、施設面においてはまだ十分に復興

したとはいえなかった。各市場とも、戦災によってかなり大きな被害を受けており、荒れ果てた

状態であった。加えて、大きな土地と建物を有する市場は進駐軍の注目するところとなり、築地

市場は市場全施設の４分の１が接収され、洗濯工場・駐車場などとして使用された。入荷量が極

めて少なかった統制時代は、ほとんど支障をきたさなかったが、解除後、入荷量が激増するとと

もに施設の荒廃と狭隘は重大な問題となってきた。このため東京都は進駐軍等に対して接収解除

の陳情を行う一方、昭和21年度から27年度までの７年間に約３億円を投じて復旧に努めた。接収

が完全に解除されたのは、昭和30年のことであった。 

 

(7) 卸売市場法の制定 

中央卸売市場法は大正12年に制定されて以降、４回にわたり一部改正が行われたが、生鮮食料

品等の流通事情の変化、すなわち都市化の進展、消費の高度化・多様化、生産地の大型化、小売

業の近代化等が急速に進行し、もはや対応し得なくなったため中央卸売市場に関する制度を改善

するとともに、中央卸売市場以外の卸売市場についても統一的な法制を整備すべきであるとの各

界からの要請を受けて、あらたに「卸売市場法」（法律第35号）が昭和46年４月３日公布され、

昭和46年７月１日施行された。 

この法改正の主な内容は、次の３点であった。 

第１は、卸売市場の整備を計画的に推進するための措置で、農林大臣は「卸売市場整備基本方

針」及び「中央卸売市場整備計画」を定めるものとし、また、都道府県知事はこれらに即して、

「都道府県卸売市場整備計画」を定めるものとしたこと、第２は、中央卸売市場の開設及び運営

のあり方等につき改正を行ったものであり、特に、売買取引において適正な価格形成と取引能率

の向上を図り、流通秩序を保持する等の見地から、せり又は入札売の原則及び委託販売の原則と

その例外措置について所要の規定を設けるほか、卸売の相手方の制限、せり人の登録、仲卸業者

の業務の規制等について定めたこと、そして第３は、中央卸売市場以外の卸売市場で、その施設

が一定規模以上のものを「地方卸売市場」として、その開設及び卸売の業務は条例で定めるとこ

ろにより、都道府県知事の許可を受けなければならないものとしたことである。 

 

ア 中央卸売市場の整備 

この卸売市場法の施行に伴い、東京都においても中央卸売市場法に基づく業務規程を廃止し、

あらたに卸売市場法に基づく「東京都中央卸売市場条例」（条例第144号）が昭和46年12月１日

公布され、昭和47年１月１日施行した。また、「東京都地方卸売市場条例」（条例第154号）が

昭和46年12月27日公布され、昭和47年１月１日施行し、都内の中央卸売市場以外の卸売市場の

うち法律に定める一定規模以上の卸売市場についても、地方卸売市場として許可し、業務の指

導・監督を行うこととなった。 

東京都は、上記卸売市場法の制定以前においても、昭和36年12月に首都圏整備10か年計画、

また、知事の諮問機関として昭和37年３月に設置された東京都中央卸売市場流通改善対策審議

会の答申の趣旨を尊重した東京都中央卸売市場整備８か年計画（昭和38年７月）を策定するな

ど、計画的に整備を行ってきた。 

新しい卸売市場法の施行に伴い、東京都中央卸売市場流通改善対策審議会条例を廃止し、新

たに「東京都卸売市場審議会条例」（条例第155号）が昭和46年12月27日公布され、昭和47年１

月１日施行し、卸売市場の整備計画を諮問する機関として東京都卸売市場審議会を発足させた。 

東京都は、この東京都卸売市場審議会の答申を受けて、昭和47年11月「東京都卸売市場整備

計画（第１次）」を策定した。卸売市場整備計画の期間は10か年であるが、５年ごとに計画の

見直しを行うこととなった。 

その後、東京都卸売市場整備計画は、昭和52年３月に第２次、昭和57年３月に第３次、昭和

61年12月に第４次、平成３年11月に第５次、平成８年11月に第６次、平成13年12月に第７次、

平成17年11月に第８次、平成24年１月に第９次、平成29年2月に第10次（暫定版）を順次策定し、

平成30年５月に第10次の改定を行った。 

これらの東京都卸売市場整備計画に基づき、板橋市場（昭和47年２月）、世田谷市場（昭和

47年３月）、北足立市場（昭和54年９月）、多摩ニュータウン市場（昭和58年５月）、葛西市

場（昭和59年５月）、大田市場（平成元年５月）、豊洲市場（平成30年10月）の各市場を開場

した。 

さらに東京都卸売市場整備計画に基づき花き市場を開設することとし、北足立市場（昭和63

年４月）、大田市場（平成２年９月）、板橋市場（平成５年２月）、葛西市場（平成７年４

月）、世田谷市場（平成13年４月）の各市場に併設して花き部を設置した。 

食肉については消費地への出荷が生体であることから消費地のと場が取引の中心的役割を果

たしてきたため、市場取引の慣習が成熟しておらず、市場化が立ち遅れていた。しかし、昭和

38年７月に閣議決定された「生鮮食料品流通改善対策要綱」の「芝浦に食肉市場を開設し食肉

取引の改善を図ることを東京都に強く指導する」という方針に基づき、昭和38年８月「食肉市

場設置方針」を決定した。この方針に基づき、芝浦屠場の関係業者に食肉市場開設についての

協力要請を行い、東京都が半額出資（３億円）する卸売会社の設立と仲買人制度の設置により、

昭和41年12月に、従来の都立芝浦屠場から取引部門を分離し、これを食肉市場として業務開始
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第１は、卸売市場の整備を計画的に推進するための措置で、農林大臣は「卸売市場整備基本方

針」及び「中央卸売市場整備計画」を定めるものとし、また、都道府県知事はこれらに即して、

「都道府県卸売市場整備計画」を定めるものとしたこと、第２は、中央卸売市場の開設及び運営

のあり方等につき改正を行ったものであり、特に、売買取引において適正な価格形成と取引能率

の向上を図り、流通秩序を保持する等の見地から、せり又は入札売の原則及び委託販売の原則と

その例外措置について所要の規定を設けるほか、卸売の相手方の制限、せり人の登録、仲卸業者

の業務の規制等について定めたこと、そして第３は、中央卸売市場以外の卸売市場で、その施設

が一定規模以上のものを「地方卸売市場」として、その開設及び卸売の業務は条例で定めるとこ

ろにより、都道府県知事の許可を受けなければならないものとしたことである。 

 

ア 中央卸売市場の整備 

この卸売市場法の施行に伴い、東京都においても中央卸売市場法に基づく業務規程を廃止し、

あらたに卸売市場法に基づく「東京都中央卸売市場条例」（条例第144号）が昭和46年12月１日

公布され、昭和47年１月１日施行した。また、「東京都地方卸売市場条例」（条例第154号）が

昭和46年12月27日公布され、昭和47年１月１日施行し、都内の中央卸売市場以外の卸売市場の

うち法律に定める一定規模以上の卸売市場についても、地方卸売市場として許可し、業務の指

導・監督を行うこととなった。 

東京都は、上記卸売市場法の制定以前においても、昭和36年12月に首都圏整備10か年計画、

また、知事の諮問機関として昭和37年３月に設置された東京都中央卸売市場流通改善対策審議

会の答申の趣旨を尊重した東京都中央卸売市場整備８か年計画（昭和38年７月）を策定するな

ど、計画的に整備を行ってきた。 

新しい卸売市場法の施行に伴い、東京都中央卸売市場流通改善対策審議会条例を廃止し、新

たに「東京都卸売市場審議会条例」（条例第155号）が昭和46年12月27日公布され、昭和47年１

月１日施行し、卸売市場の整備計画を諮問する機関として東京都卸売市場審議会を発足させた。 

東京都は、この東京都卸売市場審議会の答申を受けて、昭和47年11月「東京都卸売市場整備

計画（第１次）」を策定した。卸売市場整備計画の期間は10か年であるが、５年ごとに計画の

見直しを行うこととなった。 

その後、東京都卸売市場整備計画は、昭和52年３月に第２次、昭和57年３月に第３次、昭和

61年12月に第４次、平成３年11月に第５次、平成８年11月に第６次、平成13年12月に第７次、

平成17年11月に第８次、平成24年１月に第９次、平成29年2月に第10次（暫定版）を順次策定し、

平成30年５月に第10次の改定を行った。 

これらの東京都卸売市場整備計画に基づき、板橋市場（昭和47年２月）、世田谷市場（昭和

47年３月）、北足立市場（昭和54年９月）、多摩ニュータウン市場（昭和58年５月）、葛西市

場（昭和59年５月）、大田市場（平成元年５月）、豊洲市場（平成30年10月）の各市場を開場

した。 

さらに東京都卸売市場整備計画に基づき花き市場を開設することとし、北足立市場（昭和63

年４月）、大田市場（平成２年９月）、板橋市場（平成５年２月）、葛西市場（平成７年４

月）、世田谷市場（平成13年４月）の各市場に併設して花き部を設置した。 

食肉については消費地への出荷が生体であることから消費地のと場が取引の中心的役割を果

たしてきたため、市場取引の慣習が成熟しておらず、市場化が立ち遅れていた。しかし、昭和

38年７月に閣議決定された「生鮮食料品流通改善対策要綱」の「芝浦に食肉市場を開設し食肉

取引の改善を図ることを東京都に強く指導する」という方針に基づき、昭和38年８月「食肉市

場設置方針」を決定した。この方針に基づき、芝浦屠場の関係業者に食肉市場開設についての

協力要請を行い、東京都が半額出資（３億円）する卸売会社の設立と仲買人制度の設置により、

昭和41年12月に、従来の都立芝浦屠場から取引部門を分離し、これを食肉市場として業務開始
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した。 

 

イ 卸売市場をめぐる環境の変化と法改正 

卸売市場法（昭和46年４月法律第35号）は、平成11年７月に改正（法律第109号）され、平成

12年４月１日に施行された。 

近年、卸売市場を取り巻く環境の変化は著しい。産地の大型化による発言力の高まりなど、

川上の変化、消費の多様化や量販店など流通チャネルの多様化と競争激化といった川下の変化

の中で、卸・仲卸などの経営の悪化などの状況を踏まえ、中央卸売市場関係業者の経営体質の

強化、中央卸売市場における取引方法の改善、中央卸売市場の再編等の推進、地方卸売市場の

活性化の４点を中心とした法改正を平成11年７月に行い、卸売市場の新たな展開と活性化を図

ったものである。 

その後の卸売市場をめぐる環境の変化に鑑み、生産・消費両サイドの期待にこたえられる

「安全・安心」で「効率的」な流通システムの転換が図られるよう、卸売市場における取引規

制の緩和及び適正な品質管理の推進、卸売市場の再編の円滑化等の措置を講ずるため、卸売市

場法の一部が改正（法律第96号）され、平成16年６月９日に施行された。 

法改正の主な内容は、卸売市場における品質管理の高度化、商物一致規制の緩和、卸売業者

等の事業活動に関する規制の緩和、卸売市場の再編の促進、仲卸業者に対する財務基準の明確

化、取引情報公表の充実である。 

東京都においても卸売市場法及びこれに関連する政令・省令の改正に伴い、取引規制の緩和、

適正な品質管理の推進等の措置を講ずるとともに、市場の環境の改善等の規定を整備すること

から、東京都中央卸売市場条例の一部改正（平成17年５月１日施行）及び東京都地方卸売市場

条例の一部改正（平成17年４月１日施行）を行った。 

条例改正の主な内容は、多様な取引形態への対応、市場取引の透明性の確保、卸売業者・仲

卸業者に対する規制の緩和、仲卸業者の経営体質の強化、食料品の安全の確保と品質管理の徹

底など法の改正に伴うものと、都独自の事項として、関連事業者に関する規定の見直し、市場

の大気等の環境改善を図るため、市場業者及び市場利用者の環境改善の努力義務の規定を新設

するほか、非登録車両に対する車両の使用禁止等の措置の導入、売買参加者の承認の有効期間

の更新制の導入、条例に規定する事項と規則に規定する事項の見直し等である。 

なお、卸売業者の委託手数料等の弾力化については、業務規程で卸売手数料を定めなければ

ならないとする規定が平成21年４月１日に廃止されたため、東京都中央卸売市場条例の一部改

正（平成21年４月１日施行）により、卸売業者の届出制とした。 

これにより、一部の卸売業者から委託販売手数料率の変更の届出があり、卸売業者ごとに異

なる手数料率が設定された。 

 

ウ 平成30年卸売市場法の一部改正 

食品流通の多様化が進む中、生産者の所得向上と消費者ニーズへの的確な対応を図るため、

卸売市場について、その実態に応じて創意工夫を生かした取組を促進するとともに、卸売市場

を含む食品流通の合理化と公正な取引環境の確保を促進する観点から、平成30年６月22日に卸

売市場法の一部が改正（法律第62号）され、令和２年６月21日に施行された。法改正の主な内

容は、以下のとおりである。 

(ｱ) 目的規定において、卸売市場が食品等の流通において生鮮食料品等の公正な取引の場とし

て重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場の認定に関する措置等を講ずることを定

めること 

(ｲ) 農林水産大臣は、卸売市場の業務の運営、施設等に関する基本的な事項を明らかにするた

め、卸売市場に関する基本方針を定めること 

(ｳ) 農林水産大臣又は都道府県知事は、生鮮食料品等の公正な取引の場として、差別的取扱い

の禁止、売買取引の条件や結果の公表等の取引ルールを遵守し、適正かつ健全な運営を行う

ことができる卸売市場を、基本方針等に即して中央卸売市場又は地方卸売市場として認定す

ること 

(ｴ) 第三者販売の禁止、直荷引きの禁止、商物一致等の取引ルールについては、卸売市場ごと

に関係者の意見を聴くなど公正な手続を踏み、定めることができること 

(ｵ) 国は、食品等の流通の合理化に取り組む中央卸売市場の開設者に対し、予算の範囲内にお

いて、その施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができること 

 

エ 令和２年東京都中央卸売市場条例及び東京都地方卸売市場条例の一部改正 

平成30年の卸売市場法改正に伴い、東京都においても、改正法に即して東京都中央卸売市場

条例及び東京都地方卸売市場条例の一部を改正し、令和２年６月21日に施行した。 

東京都中央卸売市場条例改正の主な内容は、以下のとおりである。 

(ｱ) 卸売市場の業務の方法 

開設者による卸売の数量及び価格等の公表、開設者による指導監督、売買取引の方法及び

決済の方法等を規定する。 

(ｲ) 取引参加者（卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者）が当該卸 

売市場における業務に関し遵守すべき事項 

a 改正卸売市場法に定める遵守事項（共通ルール） 

公正かつ効率的な取引を行う売買取引の原則、卸売業者による売買取引の条件・結果等

の公表及び卸売業者の受託拒否の禁止等を規定する。 

b 改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項（その他の取引ルール） 

第三者販売、商物分離取引、仲卸業者の直荷引きの規制を廃止するとともに、卸売業者、

仲卸業者に対する当該取引の実績報告の義務付け等を規定する。 

(ｳ) その他の事項 
a 業務の許可の廃止 

仲卸業者、関連事業者の業務の許可を廃止する。 

b 都と市場関係者の協議の場の存置 

卸売市場の適正かつ健全な運営を確保するため、業務の運営に関し必要な事項を調査審

議する東京都中央卸売市場取引業務運営協議会等を存置する。 

  

東京都地方卸売市場条例改正の主な内容は、地方卸売市場の開設の許可、卸売の業務の許可、

取引に関する規定等を廃止する一方、開設者に対する市況等に関する報告義務、開設者に対す

る指導監督、開設者への助成等に関する規定を存置するものである。 
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(ｳ) 農林水産大臣又は都道府県知事は、生鮮食料品等の公正な取引の場として、差別的取扱い

の禁止、売買取引の条件や結果の公表等の取引ルールを遵守し、適正かつ健全な運営を行う

ことができる卸売市場を、基本方針等に即して中央卸売市場又は地方卸売市場として認定す

ること 

(ｴ) 第三者販売の禁止、直荷引きの禁止、商物一致等の取引ルールについては、卸売市場ごと

に関係者の意見を聴くなど公正な手続を踏み、定めることができること 

(ｵ) 国は、食品等の流通の合理化に取り組む中央卸売市場の開設者に対し、予算の範囲内にお

いて、その施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができること 

 

エ 令和２年東京都中央卸売市場条例及び東京都地方卸売市場条例の一部改正 

平成30年の卸売市場法改正に伴い、東京都においても、改正法に即して東京都中央卸売市場

条例及び東京都地方卸売市場条例の一部を改正し、令和２年６月21日に施行した。 

東京都中央卸売市場条例改正の主な内容は、以下のとおりである。 

(ｱ) 卸売市場の業務の方法 

開設者による卸売の数量及び価格等の公表、開設者による指導監督、売買取引の方法及び

決済の方法等を規定する。 

(ｲ) 取引参加者（卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者）が当該卸 

売市場における業務に関し遵守すべき事項 

a 改正卸売市場法に定める遵守事項（共通ルール） 

公正かつ効率的な取引を行う売買取引の原則、卸売業者による売買取引の条件・結果等

の公表及び卸売業者の受託拒否の禁止等を規定する。 

b 改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項（その他の取引ルール） 

第三者販売、商物分離取引、仲卸業者の直荷引きの規制を廃止するとともに、卸売業者、

仲卸業者に対する当該取引の実績報告の義務付け等を規定する。 

(ｳ) その他の事項 
a 業務の許可の廃止 

仲卸業者、関連事業者の業務の許可を廃止する。 

b 都と市場関係者の協議の場の存置 

卸売市場の適正かつ健全な運営を確保するため、業務の運営に関し必要な事項を調査審

議する東京都中央卸売市場取引業務運営協議会等を存置する。 

  

東京都地方卸売市場条例改正の主な内容は、地方卸売市場の開設の許可、卸売の業務の許可、

取引に関する規定等を廃止する一方、開設者に対する市況等に関する報告義務、開設者に対す

る指導監督、開設者への助成等に関する規定を存置するものである。 
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１ 市場分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市場別取扱品目一覧                                    （令和７年４月１日現在） 

市 場 名 水産 青果 食肉 花き 市 場 名 水産 青果 食肉 花き 

① 豊 洲 市 場 ○ ○   ⑥ 足 立 市 場 ○    

② 食 肉 市 場   ○  ⑦ 板 橋 市 場  ○  ○ 

③ 大 田 市 場 ○ ○  ○ ⑧ 世 田 谷 市 場  ○  ○ 

④ 豊 島 市 場  ○   ⑨ 北 足 立 市 場  ○  ○ 

⑤ 淀 橋 市 場  ○   ⑩多摩ＮＴ市場  ○   

 ⑪ 葛 西 市 場  ○  ○ 

 

東京都中央卸売市場条例に定める市場の取扱品目は以下のとおりである。 

水産物：生鮮水産物、海そう及びこれらの加工品並びに知事が別に定めるその他の食料品等 

青果物：野菜、果実及びこれらの加工品、つけ物、鳥卵（鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品を

いう。）並びに知事が別に定めるその他の食料品等 

食 肉：肉類及びその加工品並びに知事が別に定めるその他の食料品等 

花 き：花き及び知事が別に定めるその他の農産物等 

 

 

第 ３  各 市 場 の 概 要 

➀➀豊洲 

３ 市 場 一 覧  
（1) 市場別所在地及び規模                  （令和７年４月１日現在） 

名  称 所 在 地 
敷 地 面 積 

（㎡） 
建 物 面 積 

（㎡） 

令 和 ６ 年 

１ 日 当 た り 

取 扱 数 量 

令 和 ６ 年 

１ 日 当 た り 

取 扱 金 額 
 ( 百 万 円 ) 

豊 洲 市 場 江東区豊洲6-6-1 354,953 519,242 
水産   1,182 t 

青果     849 t 
水産   1,804 

青果    372 

食 肉 市 場 
（と場を含む） 

港区港南2-7-19 64,108 
94,379 

市場 72,049 
と場 22,330 

食肉    344 t 食肉     592 
(副生物を含む) 

大 田 市 場 
大田区東海3-2-1 

ただし、花きは 

大田区東海2-2-1 
386,426 296,204 

水産      13 t 

青果   3,662 t 

花き     237万本 

水産     23 

青果  1,347 

花き   181 

豊 島 市 場 豊島区巣鴨5-1-5 23,334 20,190 青果     238 t 青果     73 

淀 橋 市 場 
新宿区 

北新宿4-2-1 
23,583 39,325 青果    705 t 青果    239 

足 立 市 場 
足立区 

千住橋戸町50 
42,675 26,500 水産     39 t 水産     51 

板 橋 市 場 
板橋区高島平 

6-1-5 
61,232 51,368 

青果     294 t 

花き     51万本 
青果    91 

花き    31 

世 田 谷 市 場 
世田谷区 

大蔵1-4-1 
41,482 65,302 

青果     132 t 

花き      68万本 
青果     39 

花き    43 

北 足 立 市 場 
足立区 

入谷6-3-1 
61,076 77,823 

青果     389 t 

花き     50万本 
青果   134 

花き    30 

多 摩 ニ ュ ー 

タ ウ ン 市 場 
多摩市永山7-4 

57,153 
川崎市水道局 

からの借地 

323.29㎡含む 

19,947 青果      75 t 青果    23 

葛 西 市 場 
江戸川区 

臨海町3-4-1 
74,515 59,515 

青果    349 t 

花き      37万本 
青果    104 

花き    19 

全 市 場 計 11市場 1,190,537 1,269,795 

水産   1,233 t 

青果   6,693 t 

食肉     344 t 
 

花き     442万本 

水産   1,879 

青果   2,422 

食肉     592 
（副生物を含む） 
花き    305 

 
(注)１ 花きの取扱数量は「切花換算」である。 

  ２ 数値は単位未満を四捨五入しているので、合計数値と内訳数値の合計とは一致しない場合がある｡ 
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３ 市 場 一 覧  
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386,426 296,204 
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青果   3,662 t 

花き     237万本 

水産     23 

青果  1,347 

花き   181 

豊 島 市 場 豊島区巣鴨5-1-5 23,334 20,190 青果     238 t 青果     73 

淀 橋 市 場 
新宿区 

北新宿4-2-1 
23,583 39,325 青果    705 t 青果    239 

足 立 市 場 
足立区 

千住橋戸町50 
42,675 26,500 水産     39 t 水産     51 

板 橋 市 場 
板橋区高島平 

6-1-5 
61,232 51,368 

青果     294 t 

花き     51万本 
青果    91 

花き    31 

世 田 谷 市 場 
世田谷区 

大蔵1-4-1 
41,482 65,302 

青果     132 t 

花き      68万本 
青果     39 

花き    43 

北 足 立 市 場 
足立区 

入谷6-3-1 
61,076 77,823 

青果     389 t 

花き     50万本 
青果   134 

花き    30 

多 摩 ニ ュ ー 

タ ウ ン 市 場 
多摩市永山7-4 

57,153 
川崎市水道局 

からの借地 

323.29㎡含む 

19,947 青果      75 t 青果    23 

葛 西 市 場 
江戸川区 

臨海町3-4-1 
74,515 59,515 

青果    349 t 

花き      37万本 
青果    104 

花き    19 

全 市 場 計 11市場 1,190,537 1,269,795 

水産   1,233 t 

青果   6,693 t 

食肉     344 t 
 

花き     442万本 

水産   1,879 

青果   2,422 

食肉     592 
（副生物を含む） 
花き    305 

 
(注)１ 花きの取扱数量は「切花換算」である。 

  ２ 数値は単位未満を四捨五入しているので、合計数値と内訳数値の合計とは一致しない場合がある｡ 
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(2)　市場別市場関係業者数 （令和７年４月１日現在）

水産 7 水産 452 水産 279

青果 3 青果 94 青果 491

食 肉 市 場

（ と 場 を 含 む ）

水産 1 水産 30 水産 14

青果 4 青果 159 青果 1,037

花き 2 花き 16 花き 1,389

豊 島 市 場 青果 1 青果 8 青果 149

淀 橋 市 場 青果 1 青果 14 青果 387

足 立 市 場 水産 2 水産 36 水産 31

青果 2 青果 9 青果 187

花き 1 花き 7 花き 480

青果 1 青果 6 青果 189

花き 2 花き 6 花き 1,027

青果 1 青果 14 青果 250

花き 1 花き 8 花き 411

多 摩 ニ ュ ー

タ ウ ン 市 場

青果 1 青果 8 青果 188

花き 1 花き 5 花き 537

水産 10 水産 518 水産 324

青果 15 青果 314 青果 2,902

食肉 1 食肉 23 食肉 149

花き 7 花き 42 花き 3,844

(注)１　流通補完業務とは、買荷保管業・運送業・冷蔵庫業をいう。

　　２　物販・飲食業務とは、用品販売業・関連食料品等販売業・その他販売業・飲食業をいう。

　　３　加工・サービス業務とは、取扱物品加工業・サービス提供業をいう。
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7

149

売　買
参加者
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287
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24

8
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板 橋 市 場 1 6 1

21
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3 2 5
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４ 各 市 場 別 概 要                             豊 洲 市 場 

  (1) 豊 洲 市 場 

   ア 所在地等 

     〒135-0061 

     江東区豊洲六丁目６番１号 

     電 話 （3520）8205（代表） 

       ＦＡＸ （3520）8228 

   イ 業務開始年月日 

     平成30年10月11日 

   ウ 取扱品目 

     水産物・青果物 

エ 取扱数量（令和６年１日当たり） 

     水産物：1,182t 

     青果物：  849t 

   オ 概  況 

      築地市場から移転した東京都の中央卸 

売市場では最も新しい水産物・青果物を 

取り扱う首都圏の基幹市場で、特に水産 
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●ゆりかもめ市場前駅下車 徒歩１分 

●JR新橋駅、都営大江戸線勝どき駅、又は 

東京メトロ東西線東陽町駅から都営バス 

「豊洲市場」行き 

●東京BRT 豊洲市場前 又は ミチノテラス豊洲 

（豊洲市場前）下車 徒歩１分 

    物については、我が国最大の取扱量を誇っている。 

温度を適切に管理できる閉鎖型施設によって、食の安全・安心を確保している。 

   カ 沿  革（築地市場の開場から豊洲市場の開場まで） 

    (ア) 築地市場の開場 

     築地市場(注1)の建設は、大正12年９月１日に発生した関東大震災によって、東京市(注2)の市

内にあった民営の日本橋魚市場を初め、他の魚市場や青果市場が焼失したため、復興事業の一

環として市議会の議決を経て、東京市の中央卸売市場建設計画（第１次）の中で決定された。

 この計画に基づき、東京市が、市場用地については国有地（当時の海軍省技術研究所、海軍

学校跡地）の買収や、公有水面埋立の権利を取得し、昭和３年３月から埋立工事に着工して以

来、３年３か月を費やして各所の埋立及び敷地の整地を完了した（敷地総面積 196,729㎡、う

ち埋立地16,631.4㎡）。 

また、建物等の建設工事は、昭和５年12月から同８年４月にかけて冷蔵庫、製氷工場、仲買

人売場、バナナ発酵室、汐留貨物駅からの鉄道引込線（2,710ｍ）(注3)等の工事に着工した。

これらの施設は延床面積69,422㎡で、昭和９年８月に完成した。 

築地市場の業者は、震災で焼失した日本橋魚市場（現在の中央区日本橋付近）(注4)及び俗に

大根河岸といわれた京橋青物市場（現在の中央区八重洲・京橋付近）などに多数いた卸問屋や

仲買人を収容することにしたが、卸問屋の合併問題や、中央卸売市場の卸売業者の単複問題

（１社か複数社とするかの意見の対立）をめぐって調整に時間を要したため、解決した部から

業者収容を行うこととした。昭和９年９月、魚類部(注5)の淡水魚を扱う卸売業者１社、鳥類部

及び鳥卵部の卸売業者各１社の計３社の業務許可申請に基づき仮営業を開始し、続いて昭和10

年２月、青果部の卸売業者２社の業務許可申請により５社をもって同年２月11日、正式に業務

を開始した。 

紛糾を続けた魚類部は、昭和10年６月に１社、同年11月に２社と業務許可申請があり、これ

によって所定の卸売業者全部の収容を行った。また、仲卸業者（魚類部 1,379人、青果部 247

人、漬物・その他46人）及び関連事業者(注6)487人についても、卸売業者と並行して日本橋魚

市場、京橋青物市場等の問屋、仲買人その他の関係者等の中から収容を行った。 

以上のような業者収容の経緯を経て、水産物、青果物、つけ物及び鳥卵等を取り扱う総合市
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